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○富里市病児・病後児保育事業実施要綱 

平成26年12月16日告示第196号 

改正 

平成27年11月13日告示第174号 

平成28年11月１日告示第186号 

富里市病児・病後児保育事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は，児童が病気の回復期又は病気中のため，集団生活や家庭での育児が困難な期間，当該

児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業（以下「事業」という。）を実施するこ

とにより，保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに，児童の健全な育成及び資質の向上に寄与

することを目的とする。 

（実施施設） 

第２条 事業は，病院，診療所，保育所等に付設された施設であって，市長が適切と認めた施設（以下「実

施施設」という。）において，実施するものとする。 

（実施方法） 

第３条 事業は，市が実施施設の設置者（以下「事業実施者」という。）に委託して実施するものとする。 

（対象児童） 

第４条 事業を利用できる児童は，次の各号のいずれにも該当する児童とする。 

(１) 当面症状の急変は認められないが，病気の回復期に至っていないことから，集団保育が困難な児童

（以下「病児」という。）又は病気の回復期にあり，医療機関における入院治療は必要ないが，安静の

確保に配慮する必要がある児童（以下「病後児」という。） 

(２) 生後６か月を経過した日から満９歳に達した年度の末日までの間にある児童 

(３) 保護者の勤務，疾病，事故，出産，冠婚葬祭その他やむを得ない理由により家庭における保育が困

難な児童 

（実施施設の基準等） 

第５条 実施施設は，保育室，観察室又は安静室，調理室及び調乳室その他実施に必要な設備を有するもの

とし，その基準は，次のとおりとする。 

(１) 保育室の面積は，原則として利用定員１人当たり1.98平方メートル以上とし，１室８平方メートル

を下回らないこと。 

(２) 観察室又は安静室は，児童の静養又は隔離を持つ部屋であって，原則として利用定員１人当たり1.65
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平方メートル以上の面積を有すること。 

(３) 調理室及び調乳室を有すること。ただし，専用の調乳室を設けることができないときは，調理室の

一部を調乳場として区画すること。 

(４) 実施場所は，事故防止及び衛生面に配慮されている等，児童の保育に適した場所であること。 

(５) その他事業の実施に必要な設備を有すること。 

２ 実施施設１か所当たりの利用定員は，原則として１日につきおおむね６人とする。 

３ 実施施設の職員の配置は，保健師，助産師，看護師及び准看護師のうちから１人以上配置するとともに，

保育士を利用児童のおおむね３人につき１人以上配置するものとする。 

（利用期間） 

第６条 事業の利用期間は，１回の利用につき連続した７日以内（実施施設の休日を除く。）の期間とする。

ただし，事業実施者が児童の健康状態に対する医師の判断及び当該児童の保護者の状況等により利用期間

を延長することが必要と認めるときは，この限りでない。 

（開設時間及び開設日） 

第７条 実施施設の開設時間は，午前８時から午後６時までを基本として，市長と事業実施者の協議により

決定する。 

２ 開設日は，市長と事業実施者の協議により決定する。 

（利用の制限） 

第８条 事業実施者は，児童が次の各号のいずれかに該当する場合は，事業の利用を拒むことができる。 

(１) 病状が重く，入院加療の必要があるとき。 

(２) 定員を超え，事業の維持が困難であるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，事業の利用を不適当と認めたとき。 

（利用の登録等） 

第９条 事業を利用する児童の保護者（以下「保護者」という。）は，あらかじめ富里市病児・病後児保育

事業利用登録申請書（別記第１号様式）及び同意書（別記第１号様式の２）を市長に提出し，当該児童の

利用について登録を受けなければならない。ただし，緊急かつやむを得ない事由があるときは，実施施設

を経由して提出することができるものとする。 

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合は，その内容を審査の上，登録の可否を富里市病児・病後

児保育事業利用登録承認（却下）通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 登録の有効期限は各年度の末日までとし，登録を更新する場合は富里市病児・病後児保育事業利用登録

更新申請書（別記第３号様式）により申請するものとする。 
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（利用の申込み等） 

第10条 前条の規定により登録を受けた保護者は，事業を利用しようとするときは，利用する最初の日の前

日（当該日が休診日である場合は，当該日の直前の日）までに，当該児童に医師の診察を受けさせなけれ

ばならない。ただし，登録と利用する最初の日が同じ場合は，この限りでない。 

２ 保護者は，利用する最初の日に，富里市病児・病後児保育事業利用申込書（別記第４号様式），保護者

からの連絡ノート（別記第５号様式）及び前項の規定による診察の結果を記載した富里市病児・病後児保

育事業診療情報提供書（別記第６号様式）を事業実施者に提出しなければならない。 

３ 事業実施者は，保護者の申込みに際し，必要と認めるときは，実施施設に併設する病院等において児童

の診察を行うことができる。 

４ 実施施設への対象児童の送迎は，保護者が行うものとする。 

（費用の負担） 

第11条 保護者は，事業の利用に際し，児童１人につき，別表に掲げる利用料を事業実施者に支払わなけれ

ばならない。 

２ 事業実施者は，前項に規定する利用料のほか，事業に要した食費等の実費を保護者に請求することがで

きる。 

（費用の免除） 

第12条 本市に居住し，かつ，住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に規定する本市の住民基本台帳に記

載されている児童の保護者は，次の各号のいずれかに該当すると認められたときは，前条第１項の利用料

の免除を受けることができるものとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（利用の登録を申請する日において生活保護

を受けている世帯をいう。） 

(２) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に定める配偶者のいない女子及び男子で現

に児童を扶養している者の世帯のうち，市民税非課税世帯（利用の登録を申請する日の属する年度の前

年度の市民税が非課税の世帯をいう。） 

２ 前項の規定により，利用料の免除を受けようとするときは，富里市病児・病後児保育事業利用料免除申

請書（別記第７号様式）にその理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出し

なければならない。 

３ 市長は，前項の規定による申請書の提出を受けたときは，その内容を審査の上，利用料の免除の可否を

決定し，富里市病児・病後児保育事業利用料免除決定通知書（別記第８号様式）により，申請人に通知す
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るものとする。 

（実績報告） 

第13条 事業実施者は，事業を実施した月の翌月10日までに富里市病児・病後児保育事業実績報告書（別記

第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成27年11月13日告示第174号） 

この告示は，平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成28年11月１日告示第186号） 

この告示は，公示の日から施行する。 

別表（第11条関係） 

 利用時間（１日当たり） 
事業を利用する児童１人当たりの利用料の額

（１日当たり） 

本市に住所

を有する児

童 

５時間以上 2,000円 

５時間未満 1,000円 

本市以外に

住所を有す

る児童 

５時間以上 3,000円 

５時間未満 1,500円 

別記 

第１号様式（第９条関係） 
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第１号様式の２（第９条関係） 
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第２号様式（第９条関係） 
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第３号様式（第９条関係） 
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第４号様式（第10条関係） 
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第５号様式（第10条関係） 
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第６号様式（第10条関係） 
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第７号様式（第12条関係） 
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第８号様式（第12条関係） 
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第９号様式（第13条関係） 
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